
災害時歯科保健活動指針の改訂について

災害時歯科保健活動指針改訂の背景
現行の災害時歯科保健活動指針は、改訂より１０年が経過し、
その間、地震、豪雨等による水害など自然災害が全国的に
頻回した。
法令及び多様な災害支援チームとの協働のもと、
歯科保健活動の実践が求められる
背景から被災地での受援や連携方法についても示した災害時
歯科保健活動指針に改訂し、歯科保健活動基盤の強化を図る。

本県における歯科保健に関する災害マニュアル取組状況
⑴ 災害時歯科保健活動指針（平成９年３月）
⑵ 災害時歯科保健活動指針改訂版（平成26 年３月）
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兵庫県災害時歯科保健活動指針改訂検討会議委員
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所属・役職 委員名

オブザーバー

一般社団法人兵庫県歯科医師会 理事 伊藤 達也

兵庫県病院歯科医会 会長 橘 進彰

公益社団法人兵庫県歯科衛生士会 会長 高橋 千鶴

アドバイザー

東北大学大学院歯学研究科国際連携推進部門
世界展開力強化事業推進室 特任講師
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
救急災害医学分野非常勤講師

中久木 康一

公益社団法人日本歯科衛生士会 副会長 久保山 裕子

行政

神戸市健康局保健所口腔保健支援センター
口腔保健支援センター長 渡辺 雅子

佐用町健康福祉課 室長補佐 森田 好美

加古川健康福祉事務所 健康参事 萩原 殉子

加東健康福祉事務所 所長補佐兼健康管理課長 髙本 美紀

危機管理部災害対策課 副課長 安田 寛治



災害時歯科保健活動指針改訂取組状況
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検討会議の開催
⑴構成委員

保健所設置市、市町、オブザーバー、アドバイザー、
県健康福祉事務所、事務局

⑵活動期間
令和６年４月～令和７年３月

⑶主な内容
災害時歯科保健活動指針会議の開催

（２回実施を予定）
災害時歯科保健活動指針改訂について協議



兵庫県歯科医師会との災害時協定について
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災害時の歯科保健医療活動に関する協定締結式

⑴日 時：令和6年8月22日(木) 13：00～

⑵場 所：兵庫県歯科医師会館

⑶締結先：一般社団法人兵庫県歯科医師会

＜写真＞


